
令和６年度 第１回 えなの森林づくり推進委員会 次第 

 

                日時：令和６年 10 月 17 日（木） 

                   午前 10 時 00 分から 

                会場：恵那市役所西庁舎３階 災害対策室 

 

１．開会あいさつ 

 

 

２．会議の公開について 

 

 

３．委嘱書の交付 

 

 

４．委員長の選任 

 

 

５．議題 

 （１）えなの森林づくり実施計画の進行管理について 

 （２）令和７年度新規事業について 

 （３）第３期えなの森林づくり実施計画の策定について 

 

 

６．その他 

 （１）恵那市次期総合計画の策定について 

 （２）東濃森林管理署より 

 （３）恵那農林事務所林業課より 

 

 

７．閉会あいさつ 



番号 分科会 所属 氏名

1 木材活用 恵南森林組合　総務課長 岡田　努

2 木材活用 恵那市森林組合　総務課長 藤田　典久

3 木材活用 林業家・林業団体 寺澤　俊二

4 木材活用 杣組　代表　 鈴村　今衛

5 木材活用 株式会社　安藤林業 安藤　雅人

6 木材活用 ＮＰＯ奥矢作森林塾　理事長 小林　太朗

7 木材活用 岐阜県地域森林監理士 佐藤　大輔

8 木材活用 恵那小径木加工協同組合 曽我　良久

9 木材活用 協同組合東濃地域木材流通センター　 片田　岳史

10 担い手教育 NPO美濃の森造隊　代表 森岡　哲郎

11 担い手教育 しあわせの里　えな山里楽耕 安藤　由美子

12 担い手教育 森の守倶楽部 小椋  正明

13 担い手教育 商工会議所木工部会 鈴木　秀利

14 担い手教育 恵那市森林環境教育推進協議会　副会長 高橋　幸生

15 担い手教育 恵那市教育委員会学校教育課　主幹 青木　茂

16 アドバイザー 東濃森林管理署　署長 見市 貴司

17 アドバイザー 東濃森林管理署　森林技術指導官 村井　千秋

18 アドバイザー 岐阜県森林組合連合会　東濃林産物共販所　所長 赤池　保

19 アドバイザー 恵那農林事務所林業課　課長 早田　憲史

20 アドバイザー 恵那農林事務所林業課　森林整備係長 池田　毅

21 アドバイザー 恵那農林事務所林業課　森林整備係 中田　航

22 事務局 恵那市農林部　部長 鈴木　文明

23 事務局 恵那市農林部　次長兼　林政課長 小木曽　弘明

24 事務局 恵那市農林部林政課　課長補佐 柘植　篤志

25 事務局 恵那市農林部林政課　林業振興係長 丸山　福美

26 事務局 恵那市農林部林政課　治山林道係長 安田　善博

27 事務局 恵那市農林部林政課　治山林道係 丸山　浩司

令和６年度　えなの森林づくり推進委員会
任期：令和５年８月29日から令和７年３月31日
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○えなの森林づくり推進委員会設置要綱 

                            平成18年10月25日告示第84号 

                           改正 

                            平成20年５月30日告示第63号 

                            平成26年３月31日告示第63号 

                            平成29年３月23日告示第44号の１ 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、恵那市における広大な森林を保全・活用する方策を検討するため、えなの森

林づくり推進委員会（以下「委員会」という。）の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会の検討事項は、次の各号に定めるものとする。 

(１) えなの森林づくり基本計画に関すること。 

(２) 前号に定めるもののほか、委員長が特に必要と認めること。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員25名以内をもって組織し、委員は、市長が委嘱する。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から翌年度の３月31日までとする。ただし、再任を妨げない。 

 

（委員長等） 

第５条 委員会に委員長、副委員長１名ずつを置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。 

３ 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 会議は、委員長が招集し、会議の議長は委員長が務める。 

２ 委員会には、必要に応じて部会を設けることができる。 

 

（事務局） 

第７条 委員会の事務局を、農林部林政課に置く。 

 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

（施行規則） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（委嘱の期間の例外） 

２ 第３条の規程にかかわらず、第１期の委員の任期は委嘱の日から平成20年３月31日までとする。 

附 則（平成20年５月30日告示第63号） 

この要綱は、平成20年６月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月31日告示第63号） 

この告示は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月23日告示第44号の１） 

この告示は、平成29年４月１日から施行する。 
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